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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１０月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１０月２５日 ０３時２０分ごろ 

発生場所 北海道室蘭市チキウ岬南方沖 

 チキウ岬灯台から真方位１７４°９.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°０８.３８′ 東経１４１°０１.４５′） 

事故調査の経過  平成２６年１１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第十八菱有
りょうゆう

丸、４９９トン 

   １３２３２９、菱鋼運輸株式会社 

   ７２.０４ｍ（Lr）×１１.５０ｍ×７.２４ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成７年３月 

Ｂ 漁船 第十一北勇
ほくゆう

丸、９.９４トン 

   ＨＫ２－２０４５４（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.００ｍ（Lr）×３.１６ｍ×１.０８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３０８.９１kＷ、昭和５７年７月９日 

   第２００－２６４５６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５２年７月１日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２５年１０月２日 

    免状有効期間満了日 平成３１年４月２６日 

  航海士Ａ 男性 ７２歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４８年１２月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２５年９月５日 

    免状有効期間満了日 平成３０年１２月２２日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成３年３月１日 

    免許証交付日 平成２２年６月２５日 

           （平成２８年２月２８日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾外板に凹損を伴う擦過傷 

Ｂ 船首外板に亀裂を伴う凹損、船首防舷材に折損、船首マストの倒

壊 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、室蘭市室蘭港を

出港後、作業を終えて昇橋した航海士Ａが、船長Ａと交替して単独の

船橋当直につき、チキウ岬南方沖を千葉県千葉港に向けて約１１.５

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵により南

南東進した。 

 航海士Ａは、レーダー２台を作動させて見張りに当たっていたとこ

ろ、左舷船首方約２～３ＭにＡ船の前路を右方に横切る態勢の多数の

漁船を認め、平成２６年１０月２５日０３時１５分ごろ、漁船群を避

けるため、針路を約２０°右方に転じ、その後、漁船群もＡ船を避け

てくれるものと思い、漁船群を見守りながら南進した。 

 Ａ船は、航海士Ａが、いつでも手動操舵に切り替えることができる

よう操舵スタンドの後方に立っていたところ、左舷船首方間近にＢ船

を認め、汽笛で長音１回を吹鳴したが、Ｂ船が接近するので右舵一杯

を取ったものの、０３時２０分ごろ、チキウ岬灯台から真方位１７

４°９.８Ｍ付近で、Ａ船の左舷船尾とＢ船の船首とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、すけとうだら刺し網漁の操業

を終え、北海道森町砂原漁港に向けて帰航した。 

 船長Ｂは、乗組員を船室で休ませ、単独で船橋当直につき、操舵室

の左舷側にある椅子に腰を掛けて、レーダー２台を１Ｍレンジ及び４

Ｍレンジで作動させ、約８.５kn の速力で、自動操舵により西進し

た。 

 船長Ｂは、漁場を発進して間もなく、連日の操業による疲労から眠

気を催すようになったので、椅子から立ち上がって眠気覚ましにたば

こを１本吸った。 

 船長Ｂは、０３時０５分ごろ、４Ｍレンジとしたレーダーで右舷船

首方の画面端に南進する１隻の映像を認め、眠気を払拭できずにうつ

らうつらした状態で、同船を特に気に留めずに右舷窓側に立って壁に

もたれかかった姿勢で船橋当直を続けた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、いつしか居眠りに陥り、Ａ船の汽笛で目を覚ま

して右舷船首方至近に迫ったＡ船を認め、左舵を取って機関を中立と

したものの、Ａ船と衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、被害状況の確認等を行い、両船とも自力航行が可

能であったことから、それぞれの目的地に向かった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 
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 その他の事項 

 

 本事故時、多数の小型漁船が、Ａ船の左舷船首方を砂原漁港のほか

同漁港南東方の鹿部
し か べ

漁港等に向かって帰航中であった。 

 航海士Ａは、平成２５年３月からＡ船に乗船しており、本事故当

時、健康状態は良好であった。 

 航海士Ａは、本事故時、レーダーが古く、画面の中心付近が白くな

って映像を判別しにくい状態であったが、３Ｍレンジのまま使用して

いた。 

 航海士Ａは、当直交替時、船長から、漁船が多いので気を付けるよ

うにとの引継ぎを受けていた。 

 航海士Ａは、左舷船首方から接近する漁船群の灯火に紛れ、Ｂ船の

灯火については、間近に接近するまで気付いていなかった。 

 船長Ｂは、３０歳ごろからすけとうだら刺し網漁に従事し、健康状

態は良好であった。 

 船長Ｂは、僚船の前方約２Ｍを西進していた。 

 船長Ｂは、時化
し け

ない限り、休漁することはなく、本事故当時、１週

間以上連続して操業しており、疲労が蓄積していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、チキウ岬南方沖を南進中、航海士Ａが、左舷船首方に前路

を左方から右方に横切る漁船群を視認したが、針路を右方に転じたの

で、漁船群もＡ船を避けてくれるものと思い、見張りを適切に行わな

かったことから、漁船群の灯火に紛れて接近するＢ船に気付かずに航

行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、レーダーの調整を適切に行っていなかったことから、

Ｂ船の映像をレーダー画面に表示できず、Ａ船に向けて接近するＢ船

に気付かなかった可能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、チキウ岬南方沖を西進中、疲労が蓄積した状態で単独で当

直中の船長Ｂが、壁にもたれかかった姿勢でいたところ、居眠りに陥

ったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、１週間以上連続して操業していたことから、乗組員を船

室で休ませ、単独の船橋当直についていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、チキウ岬南方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が

西進中、航海士Ａが、見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが

居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

参考  Ａ船は、本事故後、レーダーのマグネトロンを新替えした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・船橋当直中に眠気を催した場合には、居眠りに陥ることがないよ

う、外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置を十分にとるこ

と。 

 ・操業が連続して疲労が蓄積しないよう、定期的に休漁日を設ける

ことが望ましい。 

 ・接近する漁船群を認めた場合は、漁船群に紛れた他船を見落とさ

ないよう、レーダーの感度調整を正しく行うとともに、レンジを

適宜替えるなど、レーダーを適切に使用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

  


